
新城市印刷物広告取扱要領

（趣旨）

第１条 この要領は、新城市広告掲出要綱の規定に基づき、市が発行する広報紙及びその他の印

刷物（以下「印刷物」という。）への広告掲出に関し、必要な事項を定めるものとする。

（広告内容に関する定め）

第２条 広告の内容、広告のデザインの内容は、新城市広告掲出要綱第４条及び新城市広告掲

出基準に定めるところによるものとする。

（広告掲出に係る印刷物）

第３条 広告掲載を行う印刷物及び当該印刷物に係る広告の規格等は、印刷物の作成の目的を

妨げない限度において、印刷物ごとに市長が定めるものとする。

（広告原稿の作成及び経費負担）

第４条 広告掲出を可とする決定を受けた広告主は、広告原稿を市長が指定する期日までに、

指定する場所に提出しなければならない。

２ 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

（広報しんしろ「ほのか」の広告の規格等）

第５条 広報しんしろ「ほのか」に掲出する広告の規格等については、第３条の規定に関わらず次

の各号に定めるところによる。

（１）広告の規格及び広告掲載料

（Ａ）５０mm×１７０mm １００，０００円

（Ｂ）５０mm×８２mm ５０，０００円

（Ｃ）その他の規格と掲載料については、別途協議の上定めるものとする。

（２）枠数 紙面の状況及び申込みの状況をみて協議の上定めるものとする。

（３）掲載位置

（Ａ）お知らせ information のページ下段

（Ｂ）その他の位置については、別途協議の上定めるものとする。

（４）掲載期間 ６カ月

（５）募集の時期 ７月１日から８月３１日及び１月１日から２月２８日の間に募集するものとする。

（６）配色 ４色

（７）前号に掲げるもののほか、必要な事項は別途定めるものとする。



（広告掲載の申込み）

第６条 広告掲載を希望する者は、新城市広告掲出要綱第１０条の規定に基づき、印刷物広告掲

出申込書（様式第１）に別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

（広告掲載の決定等）

第７条 市長は、前条の規定により広告掲載の申込みがあったときは、新城市広告掲出要綱第６条

に規定する広告審査委員会を開催し、新城市広告掲出要綱第１１条の規定に基づき、広告掲

載の可否を、印刷物広告掲出決定通知書（様式第２又は様式第３）により当該申込みをした者

に通知するものとする。

（広告掲出料の返還）

第８条 新城市広告掲出要綱第１７条の規定に基づき、広告掲載料の還付を受けようとする広告主

は、印刷物広告掲出料還付請求書（様式第４）を市長に提出しなければならない。

（疑義等の決定）

第９条 この要領に疑義があるとき、又はこの要領に定めのない事項については、別途協議の上定

めるものとする。

（その他）

第１０条 この要領に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この要領は、平成１９年７月１２日から施行する。

附 則

この要領は、平成２５年８月２２日から施行する。

附 則

この要領は、平成２９年８月１５日から施行する。

附 則

この要領は、令和２年１月１６日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、令和２年７月１５日から施行する。

（経過措置）

改正前の規定により申し込まれた広告については、なお従前の例による。


